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　介護保険における住宅改修費の支給とは、要介護や要支援認定を受けた人が、自宅で生活するために必要
な住宅の改修費用について、払い戻しが受けられる制度です。
※ただし、制度を利用するには、住宅改修理由書を作成し、市へ事前相談のうえ承認を得る必要があります。
　従来は改修費用をいったん全額支払い、後に９割分を払い戻す「償還払い制度」でしたが、次の要件に
該当する人を対象として、住宅改修の費用について、利用者は１割相当額の自己負担分のみを支払い、９
割相当額の保険給付分は受領委任を受けた施工業者に市が直接支払う「受領委任払い制度」を始めます。
　なお、償還払い制度は、従来どおりご利用できます。

【問い合わせ】　市高齢福祉課（1 階⑨番窓口）　☎ 0994-43-2111　内線 3194
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　平成 23年度の個人の市県民税（住民税）は、平成 22年 1月から 12月までの所得について課税されます。市
県民税申告や所得税確定申告、職場での年末調整などの資料をもとに所得額や控除額を計算します。
　市県民税の徴収（納税）方法には、普通徴収、給与特別徴収、年金特別徴収の３つがあり、次のスケジュール
で発送します。

市県民税納税通知書を発送します市県民税納税通知書を発送します

●給与特別徴収　　　　　　　　5月13日（金）に会社等に送付しています
●普通徴収・年金特別徴収　　　6月13日（月）に個人の自宅等に郵送し通知

＆●Ａ●Ｑ それぞれの徴収方法の違いは？

○普通徴収
　 　事業所得や不動産所得などの市県民税は、通常 6月、8月、10月、翌年の 1月の 4回の納期に分け納税して
いただきます。納税方法は、金融機関の窓口で納付書で納めるか、口座振替によって納めることとなります。

【問い合わせ】　市税務課（1 階⑭番窓口）　☎ 0994-43-2111　内線 3114・3116

○給与特別徴収
　 　給与所得者の市県民税は、給与の支払者が毎月の給与支払の際にその人の給与から税金を差し引いて、これ
を翌月の 10日までに市に納入することになっています。これを給与からの特別徴収といい、6月から翌年 5月
までの 12か月で徴収することとなっています。

○年金特別徴収
　 　65 歳以上の公的年金受給者の年金所得に係る市県民税は、公的年金の支払者（厚生労働省など）が年金を支
払う際に、その人の年金から税金を差し引いて市に納入することになっています。これを年金からの特別徴収
といい、年金の支払がある偶数月（年 6回）に行われます。なお、4月・6月・8月は仮徴収といい、その年の
２月に徴収された額と同額が差し引かれる期間となっています。これは、税額が決定する６月までの期間と年
金支払時期とが異なるための措置です。このため、仮徴収した額が決定した額より多い場合は、後日還付（充当）
します。

　これらの徴収方法は、所得の種類や金額等により、いずれか一つだけではなく、普通徴収と給与特別徴収の 2
つがある人や、普通徴収と給与特別徴収と年金特別徴収の３つがある人もいます。

介護保険住宅改修費の支給にあたり介護保険住宅改修費の支給にあたり
７月１日から受領委任払いを始めます７月１日から受領委任払いを始めます

～受領委任払い利用に当たっての要件～
●介護保険料における算定基準の所得段階が第１段階から第３段階までに該当する人
●介護保険料の滞納が無い人
●介護保険の給付制限を受けていない人

受領委任払いの流れ

●期　日＝ 6月 28日（火）　●開　演＝ 13：30～
●場　所＝市文化会館　　　●入場料＝ 500 円

【問い合わせ】　市文化会館　☎ 0994-44-5115
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鹿　　屋　　市鹿　　屋　　市鹿　　屋　　市

住宅改修事業者住宅改修事業者住宅改修事業者

鹿屋市自主文化事業　かのやんワンコインコンサート

ワンコインコンサートとは ?
　ワンコイン（500円）で気軽に楽しんで頂ける毎月1回のコンサー
トです。音楽のジャンルは様々で、子どもから大人まで楽しんで
頂ける内容を企画しています。

ジミー入枝ジミー入枝
ファミリーコンサートファミリーコンサート

ジミー入枝
ファミリーコンサート

住宅改修施工業者の皆さんへ

受領委任払いにより住宅改修工事を施工する
場合は、あらかじめ鹿屋市に誓約書を提出し、
登録が必要です。

詳しくは、お問い合
わせ下さい。
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